
 定  款 
 株式会社すみか 

 株式会社すみか定款 

 第１章 総 則 
 （商号） 

 第１条 当会社は、株式会社すみかと称する。 

 （⽬的） 

 第２条 当会社は、次の事業を営むことを⽬的とする。 

    （１）  各種アプリケーションソフトの企画、制作、販売、運営及び管理 

 　　　（２）人材育成のための教育、研修及び指導およびコンサルティング業務 

 　　　（３）Webサイトの企画、制作、販売、運営及び管理 

 　　　（４）各種イベントの企画、制作、運営及び管理 

 　　　（５）レンタルオフィス及びコワーキングスペースの企画、賃貸、管理及び運営 

 　　　（６）キャリア教育および探究学習に関する教室の経営 

 　　　（７）映像及び画像、音楽の企画、制作、撮影、編集並びに販売 

 　　　（８）マーケティングプロモーションの企画及び制作並びに広告代理店業務 

 　　　　上記各号に附帯又は関連する一切の事業 

 （本店の所在地） 

 第３条 当会社は、本店を札幌市に置く。 

 （公告⽅法） 

 第４条 当会社の公告は、官報に掲載する⽅法により⾏う。 

 第２章 株 式 
 （発⾏可能株式総数） 

 第５条 当会社の発⾏可能株式総数は、１，０００，０００株とす 

 る。 （株券の不発⾏） 

 第６条 当会社の株式については、株券を発⾏しない。 

 （株式の譲渡制限） 

 第７条 当会社の発⾏する株式の譲渡による取得については、代表取締役の承認を受け 

 な ければならない。 

 （相続⼈等に対する売渡請求） 

 第８条 当会社は、相続、合併その他の⼀般承継により当会社の株式を取得した者に対 



 し 、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。 

 （株主名簿記載事項の記載⼜は記録の請求） 

 第  ９  条  当  会  社  の  株  式  取  得  者  が  株  主  名  簿  記  載  事  項  を  株  主  名  簿  に  記  載  ⼜  は  記  録  す  る  こ  と  を 

 請求するには、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若 

 しくは記録された者⼜はその相続⼈その他の⼀般承継⼈が当会社所定の書式による請 

 求書に署名⼜は記名押印し、共同して請求しなければならない。ただし、法務省令で 

 定める事由による場合には、株式取得者が単独で上記請求をすることができる。 

 （質権の登録及び信託財産の表⽰） 

 第１０条 当会社の株式につき質権の登録⼜は信託財産の表⽰を請求するには、当会社 

 所定の書式による請求書に当事者が署名⼜は記名押印し、提出しなければならない。 

 その登録の変更若しくは抹消⼜は表⽰の抹消請求についても、同様とする。 （⼿数 

 料） 

 第１１条 前２条に定める請求をする場合には、当会社所定の⼿数料を⽀払わなければ 

 な らない。 

 （基準⽇） 

 第  １  ２  条  当  会  社  は、  毎  事  業  年  度  末  ⽇  の  最  終  の  株  主  名  簿  に  記  載  ⼜  は  記  録  さ  れ  た  議  決  権  を 

 ⾏使することができる株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権 

 利を⾏使することができる株主とする。 

 ２  前  項  の  ほ  か、  必  要  が  あ  る  と  き  は、  あ  ら  か  じ  め  公  告  し  て、  ⼀  定  の  ⽇  の  最  終  の  株  主  名  簿 

 に記載若しくは記録された株主⼜は登録株式質権者をもって、その権利を⾏使するこ 

 とができる株主⼜は登録株式質権者とすることができる。 

 （株主の住所等の届出） 

 第  １  ３  条  当  会  社  の  株  主  及  び  登  録  株  式  質  権  者  ⼜  は  そ  の  法  定  代  理  ⼈  若  し  く  は  代  表  者  は、  当 

 会社所定の書式により、その⽒名⼜は名称及び住所を当会社に届け出なければならな 

 い。届出事項に変更を⽣じたときも、その事項につき、同様とする。 

 第３章 株主総会 
 （招集） 

 第１４条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後３か⽉以内に招集し、臨時株主総会 

 は 、必要がある場合にはいつでも招集することができる。 

 （招集⼿続） 

 第  １  ５  条  株  主  総  会  を  招  集  す  る  に  は、  株  主  総  会  の  ⽇  の  １  週  間  前  ま  で  に、  書  ⾯  投  票  ⼜  は  電 

 ⼦投票を認める場合は２週間前までに、議決権を⾏使することができる株主に対して 

 招集通知を発するものとする。ただし、株主総会は、その総会において議決権を⾏使 



 することができる株主全員の同意があるときは、書⾯投票⼜は電⼦投票を認める場合 

 を除き、招集の⼿続を経ることなく開催することができる。 

 （招集権者） 

 第１６条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社⻑が招集す 

 る。 （議⻑） 

 第１７条 株主総会の議⻑は、社⻑がこれに当たる。 

 ２ 社⻑に事故があるときは、当該株主総会で議⻑を選出する。 

 （決議の⽅法） 

 第１８条 株主総会の決議は、法令⼜は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議 

 決権を⾏使することができる株主の議決権の過半数をもって⾏う。 

 ２  会  社  法  第  ３  ０  ９  条  第  ２  項  に  定  め  る  決  議  は、  議  決  権  を  ⾏  使  す  る  こ  と  が  で  き  る  株  主  の  議 

 決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上に当 

 たる多数をもって⾏う。 

 （株主総会議事録） 

 第１９条 株主総会の議事については、開催の⽇時及び場所、出席した役員並びに議事 

 の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載⼜は記録した議事録を 

 作成し、議⻑及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印⼜は電⼦署名をし、 

 株主総会の⽇から１０年間本店に備え置く。 

 第４章 取締役 
 （員数） 

 第２０条 当会社に置く取締役は、１名以上とする。 

 （選任） 

 第  ２  １  条  取  締  役  の  選  任  決  議  は、  株  主  総  会  に  お  い  て、  議  決  権  を  ⾏  使  す  る  こ  と  が  で  き  る  株 

 主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をも 

 って⾏う。 

 ２ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 
 （解任） 

 第  ２  ２  条  取  締  役  の  解  任  決  議  は、  株  主  総  会  に  お  い  て、  議  決  権  を  ⾏  使  す  る  こ  と  が  で  き  る  株 

 主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をも 

 って⾏う。 

 （任期） 

 第２３条 取締役の任期は、選任後１０年以内に終了する事業年度のうち最終のものに 

 関 する定時株主総会の終結の時までとする。 



 ２ 補⽋として、⼜は増員により選任された取締役の任期は、前任者⼜はその選任時に 

 在 任する他の取締役の任期の満了する時までとする。 

 （代表取締役及び社⻑） 

 第２４条 取締役を２名以上置く場合には、取締役の互選により、代表取締役１名以上 

 を 定め、そのうち１名を社⻑と定める。 

 ２ 取締役を１名置く場合には、その取締役を代表取締役とし、社⻑る。 

 ３ 代表取締役は、当会社の業務を執⾏する。 

 （報酬等） 

 第２５条 取締役の報酬、賞与その他の職務執⾏の対価として当会社から受ける財産上 

 の 利益については、株主総会の決議によって定める。 

 第５章 計 算 
 （事業年度） 

 第２６条 当会社の事業年度は、毎年１⽉１⽇から同年１２⽉３１⽇までの年１期とす 

 る 。 

 （剰余⾦の配当等） 

 第２７条 剰余⾦の配当は、毎事業年度末⽇の最終の株主名簿に記載若しくは記録され 

 た 株主⼜は登録株式質権者に対して⾏う。 

 ２ 剰余⾦の配当が⽀払提供の⽇から３年を経過してもなお受領されないときは、当会 

 社 はその⽀払義務を免れるものとする。 

 第６章 附 則 
 （設⽴に際して出資される財産の価額及び成⽴後の資本⾦の額） 

 第２８条 当会社の設⽴に際して出資される財産の価額は、⾦２０万円とする。 

 ２ 当会社の設⽴後の資本⾦の額は、⾦２０万円とする。 

 （最初の事業年度） 

 第２９条 当会社の最初の事業年度は、当会社成⽴の⽇から令和４年１２⽉３１⽇まで 

 と する。 

 （設⽴時役員） 

 第３０条 当会社の設⽴時役員は、次のとおりである。 

 設⽴時取締役 ⽉館 海⽃ 

 設⽴時代表取締役 ⽉館 海⽃ 

 （発起⼈の⽒名等） 

 第３１条 発起⼈の⽒名、住所、発起⼈が割当てを受ける設⽴時発⾏株式の数及び設⽴ 

 時 発⾏株式と引換えに払い込む⾦銭の額は、次のとおりである。 



 札幌市⽩⽯区北郷１条７丁⽬５番１５号 

 ⽉館 海⽃ ２０株 ⾦２０万円 

 （法令の準拠） 

 第３２条 本定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令に従う。 

 （募集株式及び募集新株予約権の割当て） 

 第３３条 当会社の募集株式及び募集新株予約権の申込者に対する割当に関する事項は、取締役の 

 過半数の決定により定める。 

 （株主名簿管理⼈） 

 第３４条 当会社は、株主名簿管理⼈を置くことができる。 

 ２ 株主名簿管理⼈及びその事務取扱場所は、取締役の決定によって定める。 ３ 株主名簿管理⼈ 

 を置いた場合は、当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きそ の他株主名簿及び 

 新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理⼈に委託し、当会社に おいては取扱わな 

 い。 

 以上、当社定款に相違ない。 

 令和  7  年  3  ⽉  3  ⽇ 

 株式会社すみか 
 代表取締役 ⽉館 海⽃ 


